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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図上の所定の位置に設定された交通規制情報を入手する情報入手手段と、
　自車両の進行道路を予測する予測手段と、
　前記情報入手手段により入手された交通規制情報のうち、前記進行道路と接続する道路
上において前記進行道路から所定のしきい距離以内に設定された交通規制情報を抽出する
抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された交通規制情報を前記地図上に表示する表示制御手段と、
　前記交通規制情報が表す交通規制の種類に応じて、前記しきい距離を変化させる変化手
段とを備えることを特徴とする車載地図表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載地図表示装置において、
　前記表示制御手段は、前記抽出手段により抽出された交通規制情報を、前記進行道路に
隣接させてまたは重ねて、前記地図上に表示することを特徴とする車載地図表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車載地図表示装置において、
　前記交通規制情報は、一時停止の情報を少なくとも含み、
　前記変化手段は、前記一時停止の情報を抽出する場合と、それ以外の交通規制情報を抽
出する場合とで、前記しきい距離を変化させることを特徴とする車載地図表示装置。
【請求項４】
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　請求項１～３いずれか一項に記載の車載地図表示装置において、
　前記抽出手段により、一つの道路に対して、同一種類の交通規制情報が複数の位置にお
いて抽出された場合、前記表示制御手段は、前記抽出された同一種類の交通規制情報のう
ち、前記進行道路から最も近い位置に設定された交通規制情報のみを、前記地図上に表示
することを特徴とする車載地図表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４いずれか一項に記載の車載地図表示装置において、
　前記抽出手段は、前記情報入手手段により入手された交通規制情報のうち、前記進行道
路と接続する道路につながる道路上に設定された交通規制情報をさらに抽出することを特
徴とする車載地図表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の車載地図表示装置において、
　前記抽出手段は、前記進行道路と接続する道路につながる道路上に設定された交通規制
情報のうち、前記進行道路と接続する道路を挟んで両側に設定されている交通規制情報を
さらに抽出することを特徴とする車載地図表示装置。
【請求項７】
　請求項１～６いずれか一項に記載の車載地図表示装置において、
　表示対象とする交通規制情報の種類を設定する表示対象設定手段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記情報入手手段により入手された交通規制情報のうち、前記表
示対象設定手段により表示対象に設定された交通規制情報のみを、前記地図上に表示する
ことを特徴とする車載地図表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用の地図表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、進入禁止や通行止め、一方通行など、地図上に設定された様々な交通規制情報を
表示するナビゲーション装置が知られている（特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１４７２９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されるナビゲーション装置は、地図の表示範囲内に存在する交通規制
情報のうち、設定された期間や時間帯、あるいは自車位置からの距離など、所定の表示条
件を満たすものを表示する。したがって、このような表示条件を満たす交通規制情報が密
集して存在する場合、地図の視認性が低下してしまうという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１の発明による車載地図表示装置は、地図上の所定の位置に設定された交通規制
情報を入手する情報入手手段と、自車両の進行道路を予測する予測手段と、情報入手手段
により入手された交通規制情報のうち、進行道路と接続する道路上において進行道路から
所定のしきい距離以内に設定された交通規制情報を抽出する抽出手段と、抽出手段により
抽出された交通規制情報を地図上に表示する表示制御手段と、交通規制情報が表す交通規
制の種類に応じて、しきい距離を変化させる変化手段とを備えるものである。
　請求項２の発明は、請求項１に記載の車載地図表示装置において、表示制御手段は、抽
出手段により抽出された交通規制情報を、進行道路に隣接させてまたは重ねて、地図上に
表示するものである。
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　請求項３の発明は、請求項１または２に記載の車載地図表示装置において、交通規制情
報は、一時停止の情報を少なくとも含み、変化手段は、一時停止の情報を抽出する場合と
、それ以外の交通規制情報を抽出する場合とで、しきい距離を変化させるものである。
　請求項４の発明は、請求項１～３いずれか一項に記載の車載地図表示装置において、抽
出手段により、一つの道路に対して、同一種類の交通規制情報が複数の位置において抽出
された場合、表示制御手段は、抽出された同一種類の交通規制情報のうち、進行道路から
最も近い位置に設定された交通規制情報のみを、地図上に表示するものである。
　請求項５の発明は、請求項１～４いずれか一項に記載の車載地図表示装置において、抽
出手段は、情報入手手段により入手された交通規制情報のうち、進行道路と接続する道路
につながる道路上に設定された交通規制情報をさらに抽出するものである。
　請求項６の発明は、請求項５に記載の車載地図表示装置において、抽出手段は、進行道
路と接続する道路につながる道路上に設定された交通規制情報のうち、進行道路と接続す
る道路を挟んで両側に設定されている交通規制情報をさらに抽出するものである。
　請求項７の発明は、請求項１～６いずれか一項に記載の車載地図表示装置において、表
示対象とする交通規制情報の種類を設定する表示対象設定手段をさらに備え、表示制御手
段は、情報入手手段により入手された交通規制情報のうち、表示対象設定手段により表示
対象に設定された交通規制情報のみを、地図上に表示するものである。
 
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、地図の視認性を低下させずに交通規制情報を地図上に表示することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の一実施の形態によるナビゲーション装置について説明する。本実施形態のナビ
ゲーション装置は、車両に搭載されて使用されるものである。このナビゲーション装置は
、自車両の周囲の地図を表示する際に、その地図上の所定の位置に設定された交通規制情
報を地図データから読み出して表示する。このとき、自車両の進行道路に隣接させて交通
規制情報を表示することにより、地図の視認性を低下させずに交通規制情報を表示するも
のである。
【０００８】
　本実施形態のナビゲーション装置の構成を、図１のブロック図に示す。ナビゲーション
装置１は、制御部１０、振動ジャイロ１１、車速センサ１２、ハードディスク（ＨＤＤ）
１３、ＧＰＳ受信部１４、ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication System）
情報受信部１５、表示モニタ１６、スピーカ１７および入力装置１８を備えている。
【０００９】
　制御部１０は、マイクロプロセッサや各種周辺回路、ＲＡＭ、ＲＯＭ等によって構成さ
れており、ＨＤＤ１３に記録されている制御プログラムや地図データに基づいて、各種の
処理を実行する。この制御部１０が行う処理により、自車両周囲の地図が表示され、その
地図上に様々な交通規制情報が表示される。このときの具体的な処理内容については、後
で図４のフローチャートにより詳しく説明する。
【００１０】
　振動ジャイロ１１は、自車両の角速度を検出するためのセンサである。車速センサ１２
は、自車両の車速を検出するためのセンサである。これらのセンサを用いて自車両の運動
状態を所定の時間間隔ごとに検出することにより、自車両の位置移動量が求められ、それ
によって自車両の現在位置が検出される。
【００１１】
　ＨＤＤ１３は不揮発性の記録媒体であり、地図データを含む各種のデータが記録されて
いる。ＨＤＤ１３に記録されているデータは、必要に応じて制御部１０の制御により読み
出され、制御部１０が実行する様々な処理や制御に利用される。
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【００１２】
　なお、ＨＤＤ１３に記録された地図データには、経路計算データと、経路誘導データと
、道路データと、背景データとが含まれている。経路計算データは、目的地までのルート
探索に用いられる。経路誘導データは、設定された経路に従って自車両を目的地まで誘導
するために用いられ、交差点名称や道路名称などを表す。道路データは、道路の形状や種
別を表す。この道路データには、地図上の所定の位置に設定された交通規制情報を表すデ
ータも含まれている。たとえば、制限速度、一時停止、スクールゾーン、駐車禁止、一方
通行などの交通規制情報が、道路データによって表される。背景データは、河川や鉄道な
どの道路以外の地図形状や、各種施設の位置などを表す。なお、地図データにおいて各道
路を表す最小単位はリンクと呼ばれている。すなわち、地図データにおいて各道路は複数
のリンクによって構成されている。このリンク上で指定された所定の位置に対して、各種
の交通規制情報が設定されている。
【００１３】
　ＧＰＳ受信部１４は、ＧＰＳ衛星から送信されるＧＰＳ信号を受信して制御部１０へ出
力する。ＧＰＳ信号には、自車両の位置と現在時刻を求めるための情報として、そのＧＰ
Ｓ信号を送信したＧＰＳ衛星の位置と送信時刻が含まれている。したがって、所定数以上
のＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信することにより、これらの情報に基づいて自車両の現
在位置と現在時刻を算出することができる。
【００１４】
　ＶＩＣＳ（登録商標）情報受信部１５は、ＶＩＣＳセンターからナビゲーション装置１
に対して送信されるＶＩＣＳ情報を受信する。このＶＩＣＳ情報により、渋滞情報や駐車
場情報などの様々な道路交通情報がナビゲーション装置１に対して送信される。なお、前
述のような交通規制情報をＶＩＣＳ情報に含めて送信してもよい。ＶＩＣＳ情報受信部１
５により受信されたＶＩＣＳ情報は制御部１０に出力され、制御部１０において推奨経路
を探索するときに利用されると共に、その内容が表示モニタ１６において表示される。
【００１５】
　なお、ＶＩＣＳセンターからナビゲーション装置１へのＶＩＣＳ情報の送信は、主に高
速道路上に設置されている電波ビーコンや、主に一般道路上に設置されている光ビーコン
、またはＦＭ多重放送によって行われる。電波ビーコンや光ビーコンは、その設置地点付
近を通過する車両に対して、電波あるいは光（赤外線）により局所的にＶＩＣＳ情報を送
信するものである。これに対して、ＦＭ多重放送では比較的広い地域に対してＶＩＣＳ情
報を送信することができる。
【００１６】
　表示モニタ１６は、様々な画像や映像を表示するための装置であり、液晶ディスプレイ
等が用いられる。この表示モニタ１６により、自車位置周辺の地図などが表示される。な
お、表示モニタ１６は、たとえば自車両のダッシュボード上やインストルメントパネル内
など、運転席から見やすい位置に設置されている。スピーカ１７は、制御部１０の制御に
より、経路案内用の音声などが出力される。
【００１７】
　入力装置１８は、ナビゲーション装置１を動作させるための様々な入力操作をユーザが
行うための装置であり、各種の入力スイッチ類を有している。ユーザは、入力装置１８を
操作することにより、たとえば、目的地に設定したい施設や地点の名称等を入力したり、
予め登録された登録地の中から目的地を選択したり、地図を任意の方向にスクロールした
りすることができる。この入力装置１８は、操作パネルやリモコンなどによって実現する
ことができる。あるいは、入力装置１８を表示モニタ１６と一体化されたタッチパネルと
してもよい。
【００１８】
　ユーザが入力装置１８を操作して目的地を設定すると、ナビゲーション装置１は、自車
両の現在位置を出発地として、前述の経路計算データに基づいて所定のアルゴリズムの演
算を行うことにより、出発地から目的地までのルート探索を行う。このルート探索により
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求められた経路が、目的地までの推奨経路として設定される。こうして推奨経路が設定さ
れると、他の道路とは異なる色を使用するなどの方法により、他の道路とは区別して推奨
経路が地図上に表示される。これにより、ユーザは表示モニタ１６に表示される地図画面
において、推奨経路を容易に認識することができる。また、この推奨経路に従って自車両
が走行できるよう、ナビゲーション装置１は、ユーザに対して画像や音声などによる進行
方向指示を行うことにより、自車両を誘導する。このようにして、目的地までのルート案
内が行われる。
【００１９】
　次に、ナビゲーション装置１において表示される地図について説明する。図２は、交通
規制情報をそのまま地図上に表示した通常の地図画面の例を示している。この地図画面で
は、自車位置２０の周囲に存在する道路Ｒ１～Ｒ１０の上に、符号２１～４３に示す交通
規制情報マークにより様々な交通規制情報が表示されている。これらの交通規制情報マー
クのうち、符号２１から３６に示すものは、いずれも道路の制限速度を表している。たと
えば、交通規制情報マーク２１は、道路Ｒ１における制限速度が時速３０ｋｍであること
を表している。
【００２０】
　また、符号３７から４１に示す交通規制情報マークは、一時停止の位置を表している。
たとえば、交通規制情報マーク３７は、道路Ｒ１における一時停止の位置を表している。
符号４２および４３に示す交通規制情報マークは、スクールゾーンを表している。すなわ
ち、交通規制情報マーク４２および４３は、道路Ｒ２におけるスクールゾーンの開始位置
と終了位置をそれぞれ表している。これらに挟まれたハッチング部分がスクールゾーンの
範囲を表している。
【００２１】
　なお、以上説明したような交通規制情報マーク２１～４３によって表される交通規制情
報は、地図データにおいて、いずれも地図上の所定の位置にそれぞれ設定されている。こ
の交通規制情報の設定位置に対して、交通規制の種類に応じた交通規制情報マーク２１～
４３が地図上に表示される。
【００２２】
　図２のような通常の地図画面では、地図上に表示される交通規制情報マークの数が多す
ぎるため、地図の視認性が低下してしまう。そこで本実施形態のナビゲーション装置１は
、自車両の進行道路を予測し、その進行道路に隣接させて、自車両にとって必要な交通規
制情報のみを地図上に表示する。これにより、地図の視認性を低下させずに交通規制情報
を表示する。
【００２３】
　図３は、自車両にとって必要な交通規制情報のみを地図上に表示した地図画面の例を示
している。この地図画面には、自車位置２０の周囲について図２と同じ範囲の地図が表示
されており、その地図上には、図２の交通規制情報マーク２１～４３のうち、符号２３、
２６、３１、３３、３８、３９、４２および４３に示す交通規制情報マークのみが表示さ
れている。これらの交通規制情報マークは、地図データにおける本来の設定位置ではなく
、自車両の進行道路Ｒ３に隣接する位置に表示されている。すなわち、自車両の進行道路
Ｒ３に沿うように本来の設定位置から移動されることで、自車両の進行道路Ｒ３に隣接す
る位置に表示されている。本実施形態のナビゲーション装置１では、このような地図画面
が表示される。なお、図３のように交通規制情報を自車両の進行道路に隣接させて地図上
に表示する代わりに、自車両の進行道路に重ねて表示することとしてもよい。また、図３
では自車両の進行道路上に設定された交通規制情報が表示されていないが、これを表示す
ることとしてもよい。
【００２４】
　図３の地図画面に表示されている交通規制情報マークのうち、符号２３、２６、３１、
３３、３８および３９に示す交通規制情報マークは、自車両の進行道路Ｒ３と接続するい
ずれかの道路上に設定された交通規制情報を表している。たとえば、交通規制情報マーク
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２３および３１は、進行道路Ｒ３と接続する道路Ｒ９の制限速度を表している。このよう
に、ナビゲーション装置１は、自車両の進行道路と接続する道路上に設定された交通規制
情報を、その進行道路に隣接させて地図上に表示する。
【００２５】
　なお、自車両の進行道路と接続する道路上に設定された交通規制情報であっても、自車
位置よりも後方で接続する道路上の交通規制情報は表示する必要がない。したがって、図
２の交通規制情報マーク２２は、進行道路Ｒ３と接続する道路Ｒ１０上に設定されている
が、図３の地図画面では表示されていない。また、特定の種類の交通規制情報、たとえば
制限速度などの交通規制情報については、自車両の進行道路上に設定されたものと重複す
る場合には、表示する必要がない。したがって、図２の交通規制情報マーク３４は、進行
道路Ｒ３と接続する道路Ｒ８上に設定されているが、図３の地図画面では表示されていな
い。
【００２６】
　さらに、自車両の進行道路と接続する道路上に設定された交通規制情報であっても、そ
の進行道路から所定のしきい距離以上離れている交通規制情報については表示する必要が
ない。このしきい距離は、当該交通規制情報が表している交通規制の種類に応じて変化さ
せることが好ましい。たとえば、一時停止を表す交通規制情報については、地図データに
おいて１リンク分に相当する距離をしきい距離とし、それ以外の交通規制情報については
、３リンク分に相当する距離をしきい距離とする。これにより、図２の交通規制情報マー
ク４０は、進行道路Ｒ３と接続する道路Ｒ９上に設定されているが、図３の地図画面では
表示されていない。
【００２７】
　なお、自車両の進行道路と接続する道路上に設定されていない交通規制情報であっても
、その進行道路と接続する道路につながる道路上に設定されており、かつ、進行道路と接
続する道路を挟んで両側に設定されている交通規制情報については、上記と同様に表示す
ることが好ましい。したがって、図２の交通規制情報マーク４２および４３は、自車両の
進行道路Ｒ３と接続しない道路Ｒ２上に設定されているが、進行道路Ｒ３と接続する道路
Ｒ７およびＲ８をそれぞれ挟んで両側に設定されているスクールゾーンを表しているため
、図３の地図画面でも表示されている。
【００２８】
　ただし、一つの道路に対し、同一種類の交通規制情報が複数の位置に設定されている場
合は、自車両の進行道路から最も近い位置に設定された交通規制情報のみを表示すればよ
い。したがって、図２において道路Ｒ６の制限速度を表す交通規制情報マーク２５と２６
のうち、図３の地図画面では交通規制情報マーク２６のみが表示されている。
【００２９】
　以上説明した図３のような地図画面を表示するときに実行される処理のフローチャート
を図４に示す。このフローチャートは、ナビゲーション装置１において、制御部１０によ
り実行される。ステップＳ１０では、自車位置周辺の地図を表示するために必要な範囲の
地図データをＨＤＤ１３から読み出す。ここで読み出された地図データに基づいて、図３
のような地図画面が表示モニタ１６において表示されると共に、その地図上の所定の位置
に設定された交通規制情報が制御部１０において入手される。
【００３０】
　ステップＳ２０では、ステップＳ１０で読み出した地図データに基づいて、自車両の進
行道路の予測を行う。このとき、目的地までの推奨経路が設定されている場合は、その推
奨経路を自車両の進行道路として予測することができる。一方、推奨経路が設定されてい
ない場合は、自車両が道なりに走行したときの道路、すなわち現在の自車位置から前方に
つづく道路を、自車両の進行道路として予測することができる。これ以外にも、たとえば
渋滞の状況や過去の走行履歴などに基づいて自車両の進行道路を予測してもよい。
【００３１】
　ステップＳ３０では、表示対象とする交通規制情報の設定を行う。ここでは、ユーザの
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操作に応じて、地図上に交通規制情報マークを表示する交通規制の種類を選択する。たと
えば、制限速度と一時停止については表示し、それ以外の交通規制情報マークについては
表示しないように設定することができる。このとき、必ず表示すべき重要な交通規制情報
については、ユーザの操作内容に関わらず表示対象に設定することが好ましい。たとえば
、一方通行を表す交通規制情報マークを常に表示対象とする。なお、このような交通規制
情報の設定を任意のタイミングで実行できるようにしてもよい。
【００３２】
　ステップＳ４０では、ステップＳ１０でＨＤＤ１３から読み出した地図データに含まれ
ている交通規制情報のうちいずれかを選択する。すなわち、地図データにおいて地図上の
様々な位置に設定されている交通規制情報から、いずれかの位置に対応する交通規制情報
を選択する。
【００３３】
　ステップＳ５０では、ステップＳ４０で選択した交通規制情報が、ステップＳ２０で予
測した自車両の進行道路と接続する道路上に設定されているか否かを判定する。自車両の
進行道路と接続する道路上にその交通規制情報が設定されている場合は、ステップＳ６０
へ進む。なお、前述のように、自車位置よりも後方で接続する道路上に設定された交通規
制情報はここでは除かれる。一方、自車両の進行道路と接続する道路上にその交通規制情
報が設定されていない場合は、ステップＳ１１０へ進む。
【００３４】
　ステップＳ５０からステップＳ６０へ進んだ場合、ステップＳ６０では、選択した交通
規制情報が、ステップＳ２０で予測した自車両の進行道路に対して設定された交通規制情
報と重複する内容のものであるか否かを判定する。進行道路と重複する内容の交通規制情
報である場合は、ステップＳ１３０へ進む。この場合、選択した交通規制情報は抽出され
ず、地図上に表示されることはない。一方、自車両の進行道路と重複する内容の交通規制
情報でない場合は、次のステップＳ７０へ進む。
【００３５】
　ステップＳ７０では、選択した交通規制情報が、一時停止を表すものであるか否かを判
定する。一時停止を表す交通規制情報を選択していた場合は、ステップＳ８０へ進む。そ
うでない場合、すなわち一時停止以外の内容を表す交通規制情報を選択していた場合は、
ステップＳ９０へ進む。
【００３６】
　ステップＳ８０では、ステップＳ７０で一時停止を表すと判定した交通規制情報が、自
車両の進行道路から１リンク以内の距離範囲に設定されているか否かを判定する。１リン
ク以内の距離範囲に設定されている場合はステップＳ１００へ進み、その交通規制情報の
抽出をステップＳ１００において行う。これにより、図２において一時停止を表す交通規
制情報マーク３７～４１のうち、交通規制情報マーク３８および３９に対応する交通規制
情報が抽出される。ステップＳ１００を実行したら、ステップＳ１３０へ進む。一方、当
該交通規制情報が、自車両の進行道路から１リンク以内の距離範囲に設定されていない場
合は、ステップＳ１００を実行せずにステップＳ１３０へ進む。この場合、交通規制情報
の抽出は行われず、その交通規制情報が地図上に表示されることはない。
【００３７】
　また、ステップＳ７０からステップＳ９０へ進んだ場合、ステップＳ９０では、ステッ
プＳ７０で一時停止以外の内容を表すと判定された交通規制情報が、自車両の進行道路か
ら３リンク以内の距離範囲に設定されているか否かを判定する。３リンク以内の距離範囲
に設定されている場合はステップＳ１００へ進み、その交通規制情報の抽出をステップＳ
１００において行う。これにより、図２において交通規制情報マーク２３、２６、３１お
よび３３に対応する交通規制情報が抽出される。ステップＳ１００を実行したら、ステッ
プＳ１３０へ進む。一方、当該交通規制情報が、自車両の進行道路から３リンク以内の距
離範囲に設定されていない場合は、ステップＳ１００を実行せずにステップＳ１３０へ進
む。この場合も、交通規制情報の抽出は行われず、その交通規制情報が地図上に表示され
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ることはない。
【００３８】
　なお、以上説明したステップＳ８０およびＳ９０の処理において判定に用いた距離のし
きい値、すなわちしきい距離は、あくまで一例であるため、他のしきい距離を用いてもよ
い。たとえば、リンクの長さに関係なく予め設定された一定のしきい距離を用いることと
してもよいし、あるいは、道路種別に応じたしきい距離を用いてもよい。すなわち、選択
した交通規制情報が表す交通規制の種類に応じて変化させることができれば、どのような
しきい距離としてもよい。
【００３９】
　ステップＳ５０からステップＳ１１０へ進んだ場合、ステップＳ１１０では、ステップ
Ｓ５０で自車両の進行道路と接続する道路上に設定されていないと判定された交通規制情
報が、自車両の進行道路と接続する道路につながる道路上に設定されているか否かを判定
する。当該道路上にその交通規制情報が設定されている場合は、ステップＳ１２０へ進む
。一方、当該道路上にその交通規制情報が設定されていない場合、すなわち、自車両の進
行道路と接続する道路のいずれにも接続していない道路上にその交通規制情報が設定され
ている場合は、ステップＳ１３０へ進む。この場合、交通規制情報の抽出は行われず、そ
の交通規制情報が地図上に表示されることはない。
【００４０】
　ステップＳ１２０では、ステップＳ１１０で自車両の進行道路と接続する道路につなが
る道路上に設定されていると判定された交通規制情報が、当該道路において自車両の進行
道路と接続する道路を挟んだ両側の範囲に設定されているか否かを判定する。自車両の進
行道路と接続する道路を挟んだ両側の範囲にその交通規制情報が設定されている場合は、
ステップＳ１００へ進み、その交通規制情報の抽出をステップＳ１００において行う。こ
れにより、図２において交通規制情報マーク４２および４３に対応する交通規制情報が抽
出される。ステップＳ１００を実行したら、ステップＳ１３０へ進む。一方、自車両の進
行道路と接続する道路を挟んだ両側の範囲にその交通規制情報が設定されていない場合は
、ステップＳ１３０へ進む。この場合も、交通規制情報の抽出は行われず、その交通規制
情報が地図上に表示されることはない。
【００４１】
　ステップＳ１３０では、ステップＳ１０で読み出した地図データに含まれる交通規制情
報のうち、ステップＳ３０で表示対象に設定した全ての交通規制情報を、これまで実行し
たステップＳ４０において選択したか否かを判定する。全ての交通規制情報を選択済みで
ある場合は、次のステップＳ１４０へ進む。一方、まだ選択していない交通規制情報があ
る場合はステップＳ４０へ戻り、その未選択の交通規制情報の中からいずれかをステップ
Ｓ４０において選択した後、上記で説明したような処理を繰り返す。このようにして、表
示対象に設定した全ての交通規制情報に対して抽出するか否かの判定を行う。
【００４２】
　ステップＳ１４０では、ステップＳ１００で抽出した交通規制情報を、ステップＳ２０
で予測した自車両の進行道路に隣接させて、地図上に表示する。これにより、抽出した交
通規制情報が各々の内容に応じた交通規制情報マークによって地図上に表され、図３のよ
うな地図画面が表示される。なお、このとき前述のように、一つの道路に対して、同一種
類の交通規制情報が複数の位置において抽出された場合は、その抽出された交通規制情報
のうち、進行道路から最も近い位置に設定された交通規制情報のみを表示する。ステップ
Ｓ１４０を実行したら、図４のフローチャートを終了する。
【００４３】
　以上説明したような処理が制御部１０によって実行されることにより、ナビゲーション
装置１は、地図の視認性を低下させずに交通規制情報を地図上に表示することができる。
【００４４】
　なお、これまでに説明したような交通規制情報の表示方法を、自車位置から目的地まで
の推奨経路を探索し、その探索結果を示す全体経路図を表示する際に行ってもよい。その



(9) JP 5010951 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

場合に表示モニタ１６において表示される全体経路図の例を図５に示す。この全体経路図
では、自車位置２０から設定された目的地まで至る複数の経路が簡略化されて表示されて
おり、それぞれの経路に対して、符号５１～５６に示すような交通規制情報マークが表示
されている。
【００４５】
　以上説明した実施の形態によれば、次の作用効果を奏する。
（１）ＨＤＤ１３から地図データを読み出す（ステップＳ１０）ことにより、地図上の所
定の位置に設定された交通規制情報を入手する。また、自車両の進行道路を予測する（ス
テップＳ２０）。そして、ステップＳ１０で入手された交通規制情報のうち、ステップＳ
２０で予測された進行道路上に設定されていない交通規制情報を、その進行道路に隣接さ
せてまたは重ねて、地図上に表示する（ステップＳ１４０）こととした。このようにした
ので、地図の視認性を低下させずに交通規制情報を地図上に表示することができる。
【００４６】
（２）ステップＳ１０で入手された交通規制情報のうち、自車両の進行道路と接続する道
路上に設定された交通規制情報を判断し（ステップＳ５０）、その交通規制情報を抽出す
る（ステップＳ１００）。ステップＳ１４０では、こうして抽出された交通規制情報を、
自車両の進行道路に隣接させてまたは重ねて、地図上に表示することとした。このように
したので、交通規制情報を適切に絞り込んで地図上に表示することができる。
【００４７】
（３）自車両の進行道路と接続する道路上に設定された交通規制情報のうち、自車両の進
行道路から所定のしきい距離以内に設定された交通規制情報を判断し（ステップＳ８０、
Ｓ９０）、その交通規制情報をステップＳ１００において抽出することとした。このよう
にしたので、地図上に表示すべき交通規制情報をさらに絞り込むことができる。
【００４８】
（４）交通規制情報が表す交通規制の種類に応じて、ステップＳ８０またはＳ９０のいず
れかを実行することにより、抽出判定時のしきい距離を変化させることとした。このよう
にしたので、交通規制情報を抽出するか否かの判定を適切に行うことができる。
【００４９】
（５）一時停止の情報を表す交通規制情報を抽出する場合はステップＳ８０を実行し、そ
れ以外の交通規制情報を抽出する場合はステップＳ９０を実行することにより、これらの
判定に用いるしきい距離を変化させることとした。このようにしたので、自車両の走行道
路から離れた位置に設定された一時停止の情報は運転者にとってあまり必要でないため、
表示しないようにすることができる。
【００５０】
（６）一つの道路に対して、同一種類の交通規制情報が複数の位置において抽出された場
合、ステップＳ１４０では、ステップＳ１００で抽出された同一種類の交通規制情報のう
ち、自車両の進行道路から最も近い位置に設定された交通規制情報のみを、自車両の進行
道路に隣接させてまたは重ねて、地図上に表示することとした。このようにしたので、同
一種類の交通規制について複数の交通規制情報マークが重複して表示されるのを防ぐこと
ができる。
【００５１】
（７）ステップＳ１０で入手された交通規制情報のうち、自車両の進行道路と接続する道
路につながる道路上に設定された交通規制情報を判断する（ステップＳ１１０）。この交
通規制情報のうち、進行道路と接続する道路を挟んで両側に設定されている交通規制情報
を判断し（ステップＳ１２０）、その交通規制情報をステップＳ１００でさらに抽出する
こととした。このようにしたので、自車両の進行道路と接続する道路上に設定されていな
くても、必要な交通規制情報を地図上に表示することができる。
【００５２】
（８）表示対象とする交通規制情報の種類を設定する（ステップＳ３０）。ステップＳ１
４０では、ステップＳ１０で入手された交通規制情報のうち、ステップＳ３０で表示対象
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に表示することとした。このようにしたので、ユーザが自分の好みに応じて、地図上に表
示する交通規制情報を選択することができる。
【００５３】
（９）ＨＤＤ１３から地図データを読み出す（ステップＳ１０）ことにより、地図上の所
定の位置に設定された交通規制情報を入手する。また、自車両の進行道路を予測する（ス
テップＳ２０）。そして、ステップＳ１０で入手された交通規制情報のうち、進行道路と
接続する道路上に設定された交通規制情報を抽出し（ステップＳ１００）、抽出された交
通規制情報を地図上に表示する（ステップＳ１４０）こととした。このようにしたので、
地図の視認性を低下させずに交通規制情報を表示することができる。
【００５４】
　なお、上記の実施の形態では、ＨＤＤ１３に記録された地図データを読み出すことで交
通規制情報を入手することとしたが、他の方法により交通規制情報を入手するようにして
もよい。たとえば、無線通信によって配信される交通規制情報を受信することで、交通規
制情報を入手することができる。それ以外にも、様々な方法で入手される交通規制情報を
用いて、図３のような地図画面を表示することができる。
【００５５】
　以上説明した実施の形態では、車両に搭載されて使用されるナビゲーション装置を例に
説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。車両に搭載されて地図を表示する
車両用の地図表示装置であれば、様々な装置に対して本発明を適用することができる。
【００５６】
　以上説明した実施の形態や各種の変形例はあくまで一例であり、発明の特徴が損なわれ
ない限り、本発明はこれらの内容に限定されない。
【００５７】
　以上説明した実施の形態では、特許請求の範囲に記載された各手段を、ナビゲーション
装置１の制御部１０において実行される処理によりそれぞれ実現することとした。すなわ
ち、ナビゲーション装置１の制御部１０は、情報入手手段、予測手段、表示制御手段、抽
出手段、変化手段および表示対象設定手段として機能することができる。なお、以上の説
明はあくまで一例であり、発明を解釈する際、実施の形態の記載事項と特許請求の範囲の
記載事項の対応関係には何ら限定も拘束もされない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施形態によるナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】交通規制情報をそのまま地図上に表示した通常の地図画面の例を示す図である。
【図３】自車両にとって必要な交通規制情報のみを地図上に表示した地図画面の例を示す
図である。
【図４】図３の地図画面を表示するときに実行される処理のフローチャートである。
【図５】全体経路図の例を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
１：ナビゲーション装置、１０：制御部、１１：振動ジャイロ、１２：車速センサ、
１３：ＨＤＤ、１４：ＧＰＳ受信部、１５：ＶＩＣＳ情報受信部、１６：表示モニタ、
１７：スピーカ、１８：入力装置、２０：自車位置、２１～４３：交通規制情報マーク
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【図３】 【図４】
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